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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テルル化カドミウムまたはテルル化亜鉛カドミウムからなり、
　１Ａ族元素を不純物として含有し、
　正孔濃度が４×１０１５ｃｍ－３以上１×１０１８ｃｍ－３以下であることを特徴とす
る光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴット。
【請求項２】
　前記１Ａ族元素にはナトリウムが含まれ、
　前記ナトリウムの濃度が２×１０１５ｃｍ－３以上１×１０２０ｃｍ－３以下であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴット。
【請求項３】
　前記１Ａ族元素にはナトリウムおよびリチウムが含まれ、
　前記リチウムの濃度が２×１０１５ｃｍ－３以上１×１０２０ｃｍ－３以下であること
を特徴とする請求項２に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴット。
【請求項４】
　前記１Ａ族元素にはリチウムが含まれ、
　前記リチウムの濃度が２×１０１５ｃｍ－３以上１×１０２０ｃｍ－３以下であること
を特徴とする請求項１に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴット。
【請求項６】
　請求項１から４の何れか一項に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴットか
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ら切り出されたｐ型半導体基板と、
　前記ｐ型半導体基板の第１の主面に形成されたｎ型半導体層と、
　前記ｎ型半導体層の表面に形成された第１電極と、
　前記ｐ型半導体基板の第２の主面に形成された第２電極と、を備えることを特徴とする
光電変換素子。
【請求項７】
　テルル化カドミウムまたはテルル化亜鉛カドミウムからなり、
　１Ａ族元素を不純物として含有する光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴットの製
造方法において、
　耐熱性の容器に原料と前記原料の一部と化合させた１Ａ族元素とを充填し、
　前記容器を加熱することにより、前記原料を融解させ融液にするとともに、解離した前
記１Ａ族元素を前記融液中に拡散させ、
　前記融液から、正孔濃度が４×１０１５ｃｍ－３以上１×１０１８ｃｍ－３以下の単結
晶を育成することを特徴とする光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴットの製造方法
。
【請求項８】
　前記１Ａ族元素をナトリウムとし、
　前記容器に前記原料と共にテルル化ナトリウムを充填することを特徴とする請求項７に
記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴットの製造方法。
【請求項９】
　前記１Ａ族元素をナトリウムおよびリチウムとし、
　前記容器に、前記原料および前記テルル化ナトリウムと共に、テルル化リチウムを充填
することを特徴とする請求項８に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴットの
製造方法。
【請求項１０】
　前記１Ａ族元素をリチウムとし、
　前記容器に、前記原料と共にテルル化リチウムを充填することを特徴とする請求項７に
記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴットの製造方法。
【請求項１２】
　前記容器を窒化ホウ素で製造されたものを用いることを特徴とする請求項７に記載の光
電変換素子用化合物半導体単結晶インゴットの製造方法。
【請求項１３】
　前記容器を石英で製造されたものを用いることを特徴とする請求項７に記載の光電変換
素子用化合物半導体単結晶インゴットの製造方法。
【請求項１４】
　前記融液を垂直温度勾配凝固法で凝固させることを特徴とする請求項７に記載の光電変
換素子用化合物半導体単結晶インゴットの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池の光電変換素子に用いるための化合物半導体単結晶インゴット、こ
の化合物半導体単結晶インゴットから切り出した基板を用いた光電変換素子、およびこの
化合物半導体単結晶インゴットを製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　放射線検出素子や赤外線検出素子の基板を形成する半導体材料の一つとして、ＩＩ－Ｖ
Ｉ族化合物半導体であるテルル化カドミウム（ＣｄＴｅ）やテルル化亜鉛カドミウム（Ｃ
ｄＺｎＴｅ）が知られている。ＣｄＴｅやＣｄＺｎＴｅ（以下Ｃｄ（Ｚｎ）Ｔｅ）の結晶
は、不純物を添加しない（アンドープの）状態、或いはナトリウム（Ｎａ）やリチウム（
Ｌｉ）等の１Ａ族元素が添加された状態ではｐ型の電気特性を示す。つまり、ｐ型のＣｄ
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（Ｚｎ）Ｔｅ結晶は、不純物としてＮａやＬｉを適量添加することで得ることができる。
【０００３】
　ＮａやＬｉは、結晶の製造時に用いるるつぼを形成する石英に微量に含まれており、Ｃ
ｄ（Ｚｎ）Ｔｅ結晶を製造すると、製造者の意図に拘らず混入してしまうものであった。
しかし、放射線検出素子用のＣｄ（Ｚｎ）Ｔｅ結晶を製造する場合には、これらの濃度を
低く抑える必要があるので、Ｃｄ（Ｚｎ）Ｔｅ結晶を育成する際、その固化率を制限する
、具体的には、融液を途中まで凝固させた時点で結晶成長を終わらせることにより、Ｎａ
，Ｌｉを融液中に留める、といったことが行われていた（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２２８２９９号公報
【特許文献２】特開平０５－３４７４２５号公報
【特許文献３】特開平０９－０７４２１０号公報
【特許文献４】国際公開第２０１２－１１４８０３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一方で、Ｃｄ（Ｚｎ）Ｔｅ結晶は、太陽電池のセル（光電変換素子）の基板材料として
も用いられている。Ｃｄ（Ｚｎ）Ｔｅ結晶を用いた光電変換素子においては、Ｃｄ（Ｚｎ
）Ｔｅ結晶からなるｐ型半導体層、硫化カドミウム（ＣｄＳ）等からなるｎ型半導体層、
前面電極、背面電極等で構成された素子構造が提案され、開発が進行している（特許文献
２，３参照）。Ｃｄ（Ｚｎ）Ｔｅ結晶を基板とする光電変換素子は、シリコン（Ｓｉ）等
の他の材料を用いた素子に比べて製造プロセスが簡素で大幅な低コスト化が可能であるた
め、今後の市場拡大が期待されている。
【０００６】
　光電変換素子用のＣｄ（Ｚｎ）Ｔｅ結晶は、放射線検出素子のように高電圧を印加して
使用するものとは異なり、抵抗率を低く抑えることが求められる。抵抗率を下げるには結
晶中のキャリア濃度を高めればよいことが知られており、キャリア濃度が高くなることは
、変換効率の向上にも繋がる。このため、Ｎａ，Ｌｉを含有する光電変換素子用のＣｄ（
Ｚｎ）Ｔｅ結晶を製造する場合には、るつぼからのＮａやＬｉの拡散を制限しないように
することで、結晶中のＮａやＬｉの濃度を高めるようにしていた。
　しかしながら、このような方法でＮａ，Ｌｉを添加した場合、正孔濃度は１×１０１５

ｃｍ－３程度で頭打ちとなる。この濃度では、Ｓｉ等他の半導体結晶を用いた光電変換素
子よりも変換効率が劣ってしまうことになる。
【０００７】
　また、アクセプタ濃度が１×１０１７ｃｍ－３以上１×１０１８ｃｍ－３以下のＣｄＴ
ｅの粉末から、近接昇華（ＣＳＳ）法によって、ＣｄＴｅ多結晶薄膜を製造することが従
来行われている（特許文献４）。
　しかしながら、ここにはアクセプタをアンチモンとした実施例しか開示されておらずＮ
ａ，Ｌｉを不純物とした場合にも所望のアクセプタ濃度が得られるかは定かではない。更
に、この方法では多結晶の薄膜しか製造することができない。多結晶の場合、結晶内に多
数の結晶粒界が存在し、光励起によって生成されたキャリアが散乱しやすく、キャリアの
寿命が短くなり、単結晶の太陽電池に比べて高い変換効率を得ることは困難である。
【０００８】
　近年、Ｃｄ（Ｚｎ）Ｔｅを用いた光電変換素子において、変換効率の更なる向上が求め
られているが、現状では、上記特許文献１に記載されているるつぼからのＮａ，Ｌｉの拡
散を利用する以外に、単結晶中にＮａ，Ｌｉを効率よく添加する方法は開発されていない
のが実情である。
【０００９】
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　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、１Ａ族元素を不純物として含有
する化合物半導体単結晶インゴットから切り出された基板を用いた光電変換素子の変換効
率を高めることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、光電変換素子用化合物半導体単結
晶インゴットであって、テルル化カドミウムまたはテルル化亜鉛カドミウムからなり、１
Ａ族元素を不純物として含有し、正孔濃度が４×１０１５ｃｍ－３以上１×１０１８ｃｍ
－３以下であることを特徴としている。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴ
ットであって、前記１Ａ族元素にはナトリウムが含まれ、前記ナトリウムの濃度が２×１
０１５ｃｍ－３以上１×１０２０ｃｍ－３以下であることを特徴としている。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴ
ットであって、前記１Ａ族元素にはナトリウムおよびリチウムが含まれ、前記リチウムの
濃度が２×１０１５ｃｍ－３以上１×１０２０ｃｍ－３以下であることを特徴としている
。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴ
ットであって、前記１Ａ族元素にはリチウムが含まれ、前記リチウムの濃度が２×１０１

５ｃｍ－３以上１×１０２０ｃｍ－３以下であることを特徴としている。
【００１５】
　請求項６に記載の発明は、光電変換素子であって、請求項１から４の何れか一項に記載
の光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴットから切り出されたｐ型半導体基板と、前
記ｐ型半導体基板の第１の主面に形成されたｎ型半導体層と、前記ｎ型半導体層の表面に
形成された第２電極と、前記ｐ型半導体基板の第２の主面に形成された第１電極とを備え
ることを特徴としている。
【００１６】
　請求項７に記載の発明は、テルル化カドミウムまたはテルル化亜鉛カドミウムからなり
、１Ａ族元素を不純物として含有する光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴットの製
造方法において、耐熱性の容器に原料と前記原料の一部と化合させた１Ａ族元素とを充填
し、前記容器を加熱することにより、前記原料を融解させ融液にするとともに、解離した
前記１Ａ族元素を前記融液中に拡散させ、前記融液から、正孔濃度が４×１０１５ｃｍ－

３以上１×１０１８ｃｍ－３以下の単結晶を育成することを特徴としている。
【００１７】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴ
ットの製造方法において、前記１Ａ族元素をナトリウムとし、前記容器に前記原料と共に
テルル化ナトリウムを充填することを特徴としている。
【００１８】
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶インゴ
ットの製造方法において、前記１Ａ族元素をナトリウムおよびリチウムとし、前記容器に
、前記原料および前記テルル化ナトリウムと共に、テルル化リチウムを充填することを特
徴としている。
【００１９】
　請求項１０に記載の発明は、請求項７に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶イン
ゴットの製造方法において、前記１Ａ族元素をリチウムとし、前記容器に、前記原料と共
にテルル化リチウムを充填することを特徴としている。
【００２１】
　請求項１２に記載の発明は、請求項７に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶イン
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ゴットの製造方法において、前記容器を窒化ホウ素で製造されたものを用いることを特徴
としている。
【００２２】
　請求項１３に記載の発明は、請求項７に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶イン
ゴットの製造方法において、前記容器を石英で製造されたものを用いることを特徴として
いる。
【００２３】
　請求項１４に記載の発明は、請求項７に記載の光電変換素子用化合物半導体単結晶イン
ゴットの製造方法において、前記融液を垂直温度勾配凝固法で凝固させることを特徴とし
ている。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、原料の一部と反応させた安定的な状態の１Ａ族元素を用いるため、任
意の量の１Ａ族元素を容易に単結晶中に拡散させることができる。このため、テルル化カ
ドミウムまたはテルル化亜鉛カドミウムからなる光電変換素子用化合物半導体単結晶イン
ゴット中の正孔濃度を従来の石英から拡散させる方法では実現できなかった４×１０１５

ｃｍ－３以上１×１０１８ｃｍ－３以下にまで高めることができる。
　従って、テルル化カドミウムまたはテルル化亜鉛カドミウムからなり、１Ａ族元素を不
純物として含有する化合物半導体単結晶インゴットから切り出された基板を用いた光電変
換素子の変換効率を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態に係る光電変換素子の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
＜第１実施形態＞
　以下、本発明の第１実施形態について詳細に説明する。
【００２７】
〔光電変換素子の構成〕
　まず、本実施形態の光電変換素子の概略構成について説明する。図１は、本実施形態の
光電変換素子１０の縦断面の模式図である。以下、各層について、図１の上方向（太陽ｓ
の方）を向く面を前面、下方向を向く面を背面として説明する。
　本実施形態の光電変換素子１０は、本実施形態の光電変換素子用化合物半導体単結晶か
ら切り出されたｐ型半導体基板（以下ｐ型基板２）と、ｐ型基板２の前面（第１の主面２
ａ）に形成されたｎ型半導体層（以下ｎ型層３）と、ｎ型層３の前面に形成された前面電
極４（第１電極）、基板２の背面（第２の主面２ｂ）に形成された背面電極５（第２電極
）等から構成されている。
【００２８】
　本実施形態のｐ型基板２は、II－VI族化合物半導体であるテルル化カドミウム（ＣｄＴ
ｅ）またはテルル化亜鉛カドミウム（ＣｄＺｎＴｅ）の単結晶で板状に形成されている。
また、ここで用いられるＣｄＴｅ単結晶やＣｄＺｎＴｅ単結晶は、１Ａ族元素、具体的に
は、ナトリウム（Ｎａ）またはリチウム（Ｌｉ）をドーパント（不純物）としており、そ
の正孔濃度は４×１０１５ｃｍ－３以上１×１０１８ｃｍ－３以下となっている。以下、
ＣｄＴｅとＣｄＺｎＴｅを区別しない場合には、Ｃｄ（Ｚｎ）Ｔｅと表記する。
　ｎ型層３は、例えば硫化カドミウム（以下ＣｄＳ）の単結晶で薄膜状に形成されている
。
　前面電極４は、例えば酸化インジウム錫（ＩＴＯ）等の透明導電性材料で薄膜状に形成
されている。
　背面電極５は、例えばグラファイト等で板状に形成されている。
【００２９】
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〔光電変換素子用化合物半導体結晶の製造方法〕
　次に、上記のＣｄ（Ｚｎ）Ｔｅ単結晶１の製造方法について説明する。Ｃｄ（Ｚｎ）Ｔ
ｅ単結晶の製造方法は、準備工程、加熱工程、単結晶育成工程からなる。
【００３０】
　初めの準備工程では、耐熱性の容器である石英製のるつぼ（以下るつぼ）に、Ｃｄ（Ｚ
ｎ）Ｔｅ単結晶の原料（ＣｄおよびＴｅ、またはＣｄ，ＴｅおよびＺｎ）を充填し、さら
に、テルル化ナトリウム（Ｎａ２Ｔｅ）またはテルル化リチウム（Ｌｉ２Ｔｅ）を充填す
る。このＮａ２Ｔｅに含まれるＮａまたはＬｉ２Ｔｅに含まれるＬｉは、後にＣｄ（Ｚｎ
）Ｔｅ単結晶のドーパントとなる。単体のＮａは酸素と反応して表面が酸化されてしまう
が、このようにＮａ，Ｌｉをテルル化物とした状態（原料の一部と反応させた状態）にし
て充填することで、Ｎａ,Ｌｉの酸化を防ぐことができる。特に、単体のＬｉは、酸素と
激しく反応するため取り扱いが困難であるが、この方法を用いることで、充填作業を安全
に行うことができる。そして、このるつぼを石英製のアンプル（以下アンプル）内に設置
する。この後、アンプル内を真空引きし、石英アンプルの開口を溶融封止する。その後、
アンプルを単結晶育成炉に設置する。
【００３１】
　アンプルを設置し終えた後は、加熱工程に移る。加熱工程では、アンプルを加熱して原
料を溶融させる。本実施形態ではＶＧＦ法によってＣｄ（Ｚｎ）Ｔｅ単結晶の育成を行う
ため、単結晶育成炉としてＶＧＦ炉を用いる。アンプルを設置し、ＶＧＦ炉を密封した後
は、ＶＧＦ炉内の昇温を開始し、原料であるＣｄ，ＴｅまたはＣｄ，Ｔｅ，Ｚｎを融解さ
せＣｄ（Ｚｎ）Ｔｅ融液（以下融液）とする。このとき、るつぼに充填されたＮａ２Ｔｅ
またはＬｉ２Ｔｅが解離し、ＮａまたはＬｉが融液中へと拡散する。また、るつぼの石英
に含有されるＮａ，Ｌｉも融液中へと拡散する。
【００３２】
　Ｎａ，Ｌｉを融液中に十分に拡散させた後は、単結晶育成工程に移る。単結晶育成工程
では、ＶＧＦ炉のヒータを調節し、炉内に設置されたるつぼの上部が低温、るつぼの下部
が高温となるように、炉内の温度分布に勾配を付ける。そして、温度分布に勾配をつけな
がら徐々に融液の温度を下げていき、Ｃｄ（Ｚｎ）Ｔｅ単結晶を融液の液面から下方に向
かって育成する。
　以上の工程を経ることにより、ＮａまたはＬｉを不純物として含有し、正孔濃度が４×
１０１５ｃｍ－３以上１×１０１８ｃｍ－３以下と高く、光電変換素子の基板に適した本
実施形態のＣｄ（Ｚｎ）Ｔｅ単結晶のインゴット（以下インゴット）が製造される。
【００３３】
〔光電変換素子の製造方法〕
　次に、上記Ｃｄ（Ｚｎ）Ｔｅ単結晶をｐ型基板２とする本実施形態の光電変換素子１０
の製造方法について説明する。光電変換素子１０の製造方法は、切断工程、ラッピング工
程、ｎ型層形成工程、前面電極形成工程、背面電極形成工程、ダイシング工程からなる。
【００３４】
　初めの切断工程では、インゴットの上下両端部を切除し、残った中央部（直胴部）の表
面を削ることにより、インゴットの形状を円柱状に整える。そして、インゴットを、単結
晶の成長方向に対して垂直に（インゴット両端の円形の面と平行に）切断し、複数の円盤
状のＣｄ（Ｚｎ）Ｔｅウエハ（以下ウエハ１）を切り出す。
　ウエハ１を切り出した後は、ラッピング工程に移る。ラッピング工程では、切り出した
ウエハ１の切断面をラッピング用の研磨材で研磨して凹凸を取り除く。
　切断面を平坦化した後は、鏡面研磨工程に移る。鏡面研磨工程では、ウエハ１の研磨面
を鏡面研磨用の研磨材で研磨して鏡面に仕上げる。
【００３５】
　ウエハ１の研磨を終えた後は、ｎ型層形成工程に移る。ｎ型層形成工程では、気相成長
装置にウエハ１およびｎ型層３の原料であるＣｄ，Ｓをセットする。そして、ウエハ１の
表面にＣｄＳの薄膜をエピタキシャル成長させていく。こうして、薄膜が所定の厚さまで
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成長したものがｎ型層３となる。
　ｎ型層３を形成した後は、前面電極形成工程に移る。前面電極形成工程では、ｎ型層３
の表面にＩＴＯの薄膜で前面電極４を形成する。形成方法は従来どおりでよく、スパッタ
リングや、フィルム蒸着、イオンアシスト等を使った真空蒸着など、ＰＶＤ（物理的気相
法）を用いた方法の他、ＣＶＤ（化学的気相法）、塗布、スピンコート、スプレー法など
何でも良い。
　前面電極４を形成した後は、背面電極形成工程に移る。背面電極形成工程では、ウエハ
１の表面にグラファイトの薄膜で背面電極５を形成する。形成方法は従来どおりでよく、
塗布や蒸着など何でも良い。
【００３６】
　裏面電極５を形成した後は、ダイシング工程に移る。ダイシング工程では、主面１ａ，
１ｂにｎ型層３、前面電極４、背面電極５が形成されたウエハ１の端部を切り取ることに
より、１枚の光電変換素子１０を切り出す、或いは、ウエハ１を複数の基板１，１・・に
分割することにより、複数の光電変換素子１０を切り出す。
　以上の各工程を経ることにより、本実施形態の光電変換素子１０が製造される。この光
電変換素子１０は、正孔濃度が４×１０１５ｃｍ－３以上１×１０１８ｃｍ－３以下と高
いため、従来に比べ変換効率が高い。
【００３７】
〔具体例〕
　次に、上記製造方法を用いて実際に製造したＣｄＴｅ単結晶について説明する。
　まず、原料であるＣｄＴｅ多結晶を３９００ｇ、Ｎａ２Ｔｅを１ｍｇ、それぞれ石英製
のるつぼに充填し、そのるつぼをアンプルに設置した。そして、アンプルをＶＧＦ炉に入
れ、原料を融解させ、融液に温度勾配をつけ、融液の上端部から下方に向かって単結晶を
成長させた。
【００３８】
　製造したＣｄＴｅ単結晶の表面を観察したところ、析出物は確認されなかった。また、
ＣｄＴｅ単結晶中のＮａ濃度およびＬｉ濃度を測定したところ、それぞれ１Ｅ＋１６ｃｍ
－３、２Ｅ＋１５ｃｍ－３であった。このことは、本実施形態のようにしてＣｄＴｅ単結
晶を製造すれば、不純物の濃度が高くなり過ぎないことを示している。
　また、製造したＣｄＴｅ単結晶の正孔濃度をホール測定装置で測定したところ、高い部
位で１×１０１８ｃｍ－３程度、濃度の低い部位でも４×１０１５ｃｍ－３程度であった
。
【００３９】
　このように、実施形態では、Ｔｅの一部と反応させた安定的な状態のＮａまたはＬｉを
用いるため、任意の量のＮａまたはＬｉを容易に単結晶中に拡散させることができる。こ
のため、光電変換素子用化合物半導体結晶中の正孔濃度を従来の石英から拡散させる方法
では実現できなかった４×１０１５ｃｍ－３以上１×１０１８ｃｍ－３以下にまで高める
ことができる。特に、本実施形態では、石英製のるつぼを用いているので、るつぼを加熱
したときに、石英からもＮａおよびＬＩ融液中に拡散する。このため、光電変換素子用化
合物半導体結晶中の正孔濃度を更に高めることができる。
　従って、ＮａおよびＬｉを不純物として含有するＣｄ（Ｚｎ）Ｔｅ単結晶を用いた光電
変換素子１０において、変換効率を高めることができる。
【００４０】
＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。なお、第１実施形態と同様の箇所につ
いてはその説明を省略する。
【００４１】
　第２実施形態は、原料等を充填するためのるつぼに、ｐＢＮ（高純度窒化ホウ素）製の
ものを用いる点が第１実施形態と異なる。
　このため、るつぼに原料等を充填してからＶＧＦ炉を密封するまでの工程を終えた後、
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ＶＧＦ炉内の昇温を開始し、原料を融液にすると、るつぼに充填されたＮａ２Ｌｉまたは
Ｌｉ２Ｔｅが解離し、ＮａまたはＬｉが融液中へと拡散する。なお、本実施形態では、ｐ
ＢＮ製のるつぼを用いるため、るつぼからのＮａ，Ｌｉ拡散はない。
【００４２】
　このように、第２実施形態では、ｐＢＮ製のるつぼを用いたので、第１実施形態と同様
に、光電変換素子用化合物半導体結晶中の正孔濃度を４×１０１５ｃｍ－３以上１×１０
１８ｃｍ－３以下にまで高めることができるだけではなく、るつぼからＮａ，Ｌｉ以外の
元素が拡散するのを防ぐことができる。
　特に、Ｌｉは電気的活性化率がＮａに比べて高いので、Ｌｉ２Ｔｅを用いれば少ない量
で正孔濃度を高めることができ、高濃度になりすぎた不純物が析出するのを防ぐことがで
きる。
【００４３】
＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。なお、第１，第２実施形態と同様の箇
所についてはその説明を省略する。
【００４４】
　第３実施形態は、原料の一部と反応させた１Ａ族元素にＮａ２ＬｉとＬｉ２Ｔｅの両方
を用い、原料等を充填するためのるつぼの材質を限定しない点が第１，第２実施形態と異
なる。
　このため、るつぼに原料等を充填してからＶＧＦ炉を密封するまでの工程を終えた後、
ＶＧＦ炉内の昇温を開始し、原料を融液にすると、るつぼに充填されたＮａ２Ｌｉおよび
Ｌｉ２Ｔｅが解離し、ＮａおよびＬｉが融液中へと拡散する。
【００４５】
　このように、第３実施形態では、Ｎａ２ＬｉとＬｉ２Ｔｅの両方を用いたので、光電変
換素子用化合物半導体結晶中の正孔濃度を、第１，第２実施形態よりも容易に４×１０１

５ｃｍ－３以上１×１０１８ｃｍ－３以下にまで高めることができる。
【００４６】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施形態に基づいて具体的に説明したが、本発
明は上記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で変更可能であ
る。
【００４７】
　例えば、実施形態では、ＣｄＴｅ単結晶またはＣｄＺｎＴｅ単結晶を製造する方法につ
いて説明したが、本発明は、ＣｄＴｅ多結晶、ＣｄＺｎＴｅ多結晶は勿論、テルル化亜鉛
（ＺｎＴｅ）単結晶等、１Ａ族元素をドーパントとする光電変換素子用化合物半導体結晶
全ての製造に適用することができる。
　また、実施形態の光電変換素子１０は、板状のＣｄ（Ｚｎ）Ｔｅ単結晶の主面に薄膜状
のｎ型層３を形成したものとしたが、ガラス基板等の表面にＣｄ（Ｚｎ）Ｔｅ薄膜層を形
成し、その表面にｎ型層３を形成したものとしてもよい。その場合、本実施形態の製造方
法でＣｄ（Ｚｎ）Ｔｅ多結晶を製造し、その多結晶から近接昇華法等によって薄膜を形成
することができる。
　また、実施形態では前面電極にＩＴＯを用いたが、透明かつ導電性を有する材料であれ
ば他の材料でも良い。また、背面電極にグラファイトを用いたが、金属等でも良い。
【００４８】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明は、太陽電池のセル等に利用することができる。
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【符号の説明】
【００５０】
１０　光電変換素子
２　ｐ型半導体基板（光電変換素子用化合物半導体単結晶、Ｃｄ（Ｚｎ）Ｔｅ単結晶）
２ａ　第１の主面
２ｂ　第２の主面
３　ｎ型半導体層
４　前面電極（第１電極）
５　背面電極（第２電極）

【図１】
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